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ASC（酸性化亜塩素酸ナトリウム殺菌システム）の再考
　前報で幾つかのかの可能性のある食品微生物の制御シ
ステムを紹介するなかで、ASC殺菌システムをそのシス
テムの一つとして紹介している。
　しかし、ASC殺菌システムは、既にわが国では一部が、
つまり亜塩素酸ナトリウムが、食品添加物として登録さ
れ、実施されている殺菌システムであるが、しかし、ア
メリカで実施されているものとは、対象食品や、実施方
法がかなり異なっている。その違いは著しいというより
は、微生物制御について、添加物による殺菌の機乍が異
なっていることにも原因があるようなので、米国での幾
つかの実施例を含めて紹介し、ここで再考しておくのが
必要なのではないかと考え、以下のようなポイントに分
けて考えてみることとした。

１, 米国とわが国での許可基準の違い
　両国のシステムの許可基準を示すと、表１の様である。
注目されることは、（１）ASCの使用対象食品が、両国
間で全く異なること、（２）食品への残留基準が異なるこ
と、（３）ASCシステムとは、亜塩素酸ナトリウムと適当
な GRASの酸との組み合わせによる殺菌システムを指し、
日本の食品添加物の亜塩素酸ナトリウムのみを指すのと
は異なっていることの三つである。さらに、多分問題に
なりそうなのは、食品添加物として同じ化合物が使用さ
れる場合、国によって大きな違いがあれば、二つの国の
住人（中には、日米両国の市民権を取っている人もいる）
にとっては、かなり困ることが起こるかも知れないと云
う点と、片方の国で製造された食品はもう一方の国に輸
出できないことも起こるかもしれないと云う点であろう。
　まず、使用対象食品は、米国では家禽屠体やその肉製品、
および、赤肉やその肉製品の殺菌であるのに対し、日本
では海産物のかずのこを別とすれば、野菜、果実や果皮
などの漂泊と殺菌である。それにしても、これほど２国
間で許可範囲が異なっていて大丈夫なのだろうかと思う。
　また、日本では使用した場合、最終食品には分解又は
除去することになっている。どのような方法によって分
解又は除去するのかは決められてはいないが、例えば水
洗などの方法で、容易に最終食品から残らないようにす

ること可能だとする場合、奇妙な問題が残る。つまり、
ASCを使用して食品の殺菌を行ったことをどのようにし
て検出するのか。また、使用許可対象食品以外の食品に
使用した場合、どのようにして検出するのかという問題
である。この他にも詳細に突きつめれば、食品原材料の
殺菌を ASCで行って、それを食材として２次食品を作れ
ば、どうするのかとかという問題もあるかもしれない。
国別 米国（１） 日本（２）

対象食品

家禽屠体（予冷ないし冷却液に使用）
家禽部分肉、内臓（浸漬ないし噴霧）
赤肉および赤肉の部分と内臓
（浸漬ないし噴霧）
海産物および農産物資材
（40－50ppm溶液浸漬）
商用目的の包装、梱包、保管物、食品
雑貨（500－1200ppm浸漬ないし噴霧）

かずのこの加工品
かんきつ類果皮
さくらんぼ
生食用野菜類
卵類
（卵殻の部分に限る）
ふき、もも、ぶどう

使用基準

500－1,200ppm亜塩素酸ナトリウム水
溶液と GRAS有機酸と組み合わせて
pH2.3から2.9を呈する溶液を対象食品
に噴霧するか、対象食品を浸漬する。
予冷ないし冷却液では、亜塩素酸ナト
リウムの50－150ppmを GRAS有機酸
と組み合わせて使用。

浸漬液中0.5g/l以下

使用制限 最終食品の完成前に、
分解又は除去すること

表１　ASC の食品添加物基準比較

２, 米国で研究されている ASC の用途
　先の許可基準で示したように、米国での研究開発は、
既に紹介した白菜の E.coli O157：H７の制御や、アルファ
ルファ種子上の Salmonella殺菌の例もあるが、主として
家畜や家禽類の屠体やそれから部分肉上の危害細菌の殺
菌、制御である。これらの用途は、現在わが国では許可
されてはいないが、参考にできるかもしれないので、こ
こに主なものを紹介する。

（１）ビーフ屠体処理
　Castilloらは、ビーフ屠体表面の E.coli O157：H７と
Salmonella Typhimuriumの殺菌に ASCを用いた効果を報
告している（３）。実験方法の詳細は省略するが、施設で
飼育された牛を屠殺し、各部に分け、２種の被検菌をリ
ファンピシン耐性として分離を容易にしたものを、牛糞
と混合練り合わせて、E.coli O157：H７は5.5logCFU/cm2、
S.Typhimuriumは5.4logCFU/cm2接種し、各処理後の組織
切片を、ボーラーでくりぬいて菌数検査等の試験に供し
た。ASCは GRASの酸としてリン酸と組み合わせたもの
（PASC）とクエン酸と組み合わせたもの（CASC）を用
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意し、試験した。水又は試験液は、両 ASCの亜塩素酸濃
度は164mg/１に合わせて、69kPaで10秒間140mlを噴霧。
報告されている最も簡単な結果を示すと、表２の様であ
る。クエン酸を使用した ASCとリン酸の ASCでは、ク
エン酸の方が効果的には優れているが、逆の効果の例も
報告されているようで、必ずしもこの表の結果にこだわ
らない。また、実際は、この他屠体を各パーツに分けて、
２種の細菌に対する詳細な効果が報告されているが、省
略する。
微生物名 処理

水処理 PASC処理 CASC処理
ｎ＝20 ｎ＝10 ｎ＝10

Escherichia coli 0157：H7 2.3 3.8 4.5
Salmonella Typhimurium 2.3 3.9 4.6
log減少値＝（処理前の logCFU/cm2）－（処理後の logCFU/cm2）

表２　ビーフ屠体の表面上の各処理を施された S.Typhimurium と E.coli 
　　　O157：H ７の最小の平均 log の減少値（文献（3）より抄録

（２）家禽屠体処理
　Kempらは、ブロイラー屠体を使用して、リン酸及びク
エン酸活性化 ASCの効果テスト行った（４）。彼らの実験
の目的は、従来のブロイラーの衛生化には、次亜塩素酸
系の化合物が使用されていたが、数十 ppm以上のレベル
でも十分な効果が見られず、最大でも1.6 log程度の菌数
減少にとどまり、この改善策として常時20ppmの塩素が
加工プロセスを通じて流され、タンクをオーバーフロウ
する水中にも塩素が１－５ppm流される状態で、0.2－0.6 
logの好気性菌減少、大腸菌群は0.0－0.3 logの減少にと
どまっている状態で、多くの研究者は塩素は Salmonella
には効きが悪いと云う印象で一致し、単に塩素はプラン
トの錆を発生させるだけで、しかも有機物と反応して変
異性物質を形成するだけだと云う印象を持つに至ってい
る。
　最近開発された ASCは塩素の代わりとして殺菌に利用
することが出来、しかも FDAから家禽類、赤肉、海産物
及び果実や野菜の農産物の殺菌剤として許可されている。
ASCは亜塩素酸ナトリウムを含む化合物で、微生物の耐
性も形成されにくいことが確認されている。
　屠体の処理方法の詳細は説明できないが、リン酸によ
る活性化 ASC及びクエン酸活性化 ASCの両者を、ASC
濃度500ppm、850ppm、及び1,200ppmの溶液に浸漬５秒間、
及び15オンスの ASC溶液の15秒間噴霧で実施している。
　結果は多くの表に表されているが、浸漬と噴霧処理の
データが揃って示されている結果を表３のように引用す
るが、ASCの効果は認められる。
微生物種 屠体グループ ASC処理方法

浸漬 噴霧
ｎ＝20 ｎ＝20

好気性菌 対照 2.80 2.83
実験処理 2.03 2.31
logでの減少 0.77（83.0％） 0.52（69.8％）

E.coli 対照 1.52 1.44
実験処理 0.29 0.67
logでの減少 1.23（94.3％） 0.77（82.9％）

全大腸菌群数 対照 0.97 0.82
実験処理 0.04 0.30
logでの減少 0.93（88.2％） 0.52（69.7％）

ASC：クエン酸 ASC 1,200ppm、使用

表３　処理方法の評価：水処理或いは ASC 処理（浸漬及び噴霧）の
　　　細菌数の減少（４）

（３）ブロイラー屠体の Campyrobacter と E.coli の制御へ
の ASC 殺菌の利用

　Oyarzabalらは、最近世界的に下痢の原因となって
いる Campyrobater症の原因となっている家禽類屠体の
Campylobater汚染の流行を制御するために、実験を始め
た（５）。
　各種の鶏体試料をランダムに集め、内部外部食鳥洗浄
（IOBW：inside-outside-bird-washer）処理前、IOBW処理後、
チラ―後（post chill）、およびチラ―後の後、ASC処理を
法定認可の家禽処理場で実施した。チラ―後の ASC処理
はホールな屠体で、チラ―後直ちに約15秒間実施。ASC
の実施方法は法定の方法に従い、500 ～ 1,200ppmの亜塩
素酸ナトリウム濃度を、pH2.3 ～ 2.9に調整。その後菌数
検査。結果の一例は表４の通りである。
施用時期 Campylobacter E.coli

菌数 Prevalence 菌数
（logCFU/ml） （％） （logCFU/ml）

Pre-IOBW 2.83 100 2.51
Post-IOBW 2.13 100 1.45
チル後（Postchill） 1.04 100 1.22
ASC後 0.12 12.5 0.00
標準偏差 0.081 0.06
表４　市販のブロイラー屠体から回収した Campylobacter spp. と E.coli
　　　に対する ASC の効果（5）

　以上の他にも、Arrittらによるチキン胸肉の皮上の
Campylobacter jejuniの制御における ASCを含む数種の殺
菌剤の効果比較（６）、Yi-Cheng Suらによる生鮭に汚染し
ている Listeria monocytolgenesの菌数減少に対する ASC
の効果（７）、Luchanskyらの cook-in-bagの七面鳥胸肉の熱
水によるプロセス後の殺菌における乳酸カリとナトリウ
ムディアセテートと ASCの効果比較（８）など食肉類の殺
菌に関する多くの報告が見られる。

３, 現実に市場で発生している問題の解決と、更に有効な
用途への開発の可能性

　以上簡単に ASCの効果について紹介したが、その効果
は、強い酸化力に基づく殺菌力で、しかも次亜塩素酸の
ように活性塩素が消費されずに、金属にさびの発生など
は少なく利用される。安全性の検討をさておくことにす
れば、最近多く問題となっている生肉や内臓肉のなま食
による食中毒の防止に、なま食用の食用肉に限って ASC
による殺菌を義務付けることにしてはどうであろうか。
　また、数年前に食塩濃度を低下させたあまり、食中毒
を起こしているイカの塩辛を原因食とする食中毒事件や、
特に、最近患者数102名（８月15日までの報道による）の
大規模な大腸菌 O157による食中毒を起こし、しかも主に
高齢者施設用に出荷された製品であったために、100歳代
と80歳代の複数の高齢者を含む痛ましい死者を出し、大々
的に８月15日付の読売新聞や朝日新聞（９）によって報道
された白菜の浅漬けは、原料野菜の殺菌を亜塩素酸ナト
リウムによって殺菌することが、既に許可されている（２）

ことを考えると、食品衛生行政担当者と製造業者の怠慢
とも言えるものかもしれず、また浅漬けの白采製造に当
たっては、原料野菜の殺菌を、ASCによって入念に実施
することを、義務付けることが必要であろう、また、殺
菌力のある有機酸組成と食塩の比率の再検討が必要なの
ではないかと思われる。
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電解水を利用した野菜の洗浄殺菌
　農産加工品の中でも、カット野菜が利用される野菜サ
ラダや調理済パンあるいは１～３％の低塩度で漬けられ
る浅漬などの場合には、原料野菜に付着している微生物
がそのまま最終製品に移行するため、製品の品質低下を
招きやすい。このような加工品の品質低下を抑制するに
は低温流通や日持ち向上剤の利用などにより微生物の生
育を制御する方法が有効であるが、それに先立って、原
料野菜に付着している微生物の除菌を行うことによって
製品の初発菌数を減少させ、品質低下を抑制することが
重要である。野菜に付着している微生物の減少を図るに
は、一般的に次亜塩素酸ナトリウムが利用されているが、
2002年、食品に電解水を使用することが認められて以来、
電解水を洗浄殺菌に用いるケースが増えている。そこで、
今回は電解水を用いた野菜の洗浄殺菌について述べる。

１. 加工用原料野菜の細菌汚染 
　野菜は土壌あるいは水耕で栽培されることから、土壌、
潅漑用水、動物のし尿などの汚染を受けるとともに収穫
後の流通段階でも汚染される。一般的に生野菜の細菌数
は107/gを超えることはないとされているが、モヤシやカ
イワレ大根などの水耕栽培の場合には107/gを超えること
も珍しくない。また、生野菜を摂食することによって生
じた食中毒に関しても多くの報告がある。
　一般的に汚染細菌数は未処理の野菜よりもカット野菜
の方が多いことが知られているが、これはカット、スラ
イスなどの操作による細菌汚染や野菜組織が切断される

ことにより細胞液など栄養に富む野菜汁が漏出すること
で細菌の増殖が促進されることに起因する。千切り、ス
ライスなどの操作により菌数は10 ～ 100倍に増加するが、
一方、皮むき、水浸漬などの操作では菌数の減少がみら
れる。

２. 電解水
　電解水は食塩水や希塩酸を電気分解することによって
得られる水溶液で、電気分解装置や分解条件によって表
１に示すような数種類の電解水が得られる。衛生管理目
的には、強酸性電解水、微酸性電解水（以前は弱酸性電
解水と呼ばれていたが、pHが５～ 6.5であることから厚
生労働省の呼称により変更された）、電解次亜水が利用さ
れ、洗浄目的には強アルカリ電解水、飲用にはアルカリ
イオン水が利用されている。
　電解水のうち、酸性側のものは以前、食品には使用で
きなかったが、平成14年６月に食品衛生調査会の審議を
経て、「次亜塩素酸水」として食品添加物に指定された。
したがって、電解水は器具や設備だけでなく、食品にも
利用することができるようになった。
　強電解水は、陽極と陰極が隔膜で分けられた電解槽に
より0.2％以下の食塩水を分解することによって製造され
る。陽極側には水が分解されて酸素と水素イオンが発生
し、同時に食塩水に由来する塩素イオンからは塩素を生
じる。発生した塩素は水と反応して次亜塩素酸と塩酸に
なる。その結果、陽極側の pHは2.7以下にまで低下し有
効塩素濃度が20 ～ 60mg/kgの次亜塩素酸水が得られる。
生成された次亜塩素水の有効塩素量はこのように低濃度
であるが、図１で示すように非解離の次亜塩素酸の割合
が通常の次亜塩素酸ナトリウム水溶液（アルカリ性）よ
りもはるかに高いので殺菌洗浄能力は高い。同時に、陰
極側では水素ガスと水酸イオンが生成され、食塩水由来
のナトリウムイオンと反応して水酸化ナトリウムを生成
する。副生物として生成される強アルカリ水は洗浄効果
が高いことが知られている。

電解水 pH 有効塩素 電解槽 被電解
物質

金属への
影響

生成
能力 効果

強酸性電解水 2.2～ 2.7 20～60
ppm 有隔膜 食塩水

＜0.1％
やや
影響あり

生成量は
少ない 殺菌

微酸性電解水 5～ 6.5 10～30
ppm 無隔膜 塩酸水

6～ 8％
影響は
少ない

大量に
生成 殺菌

電解次亜水 8～ 9 80～100
ppm 無隔膜 食塩水

＜0.1％
やや
影響あり

大量に
生成 殺菌

アルカリイオン水 8～10 ― 有隔膜 水道水＋
乳酸 Ca ― ― 飲用

表１　各電解水の特性

図１　有効塩素の存在状態

食 品 加 工 と 微 生 物
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　電解次亜水は、両極間で隔膜のない装置を用い、0.1％
以下の食塩水を電気分解することによって得られる。こ
の際、電解生成物のバランスにより、弱アルカリ性（pH
８～９）となることから次亜塩素酸ナトリウム水溶液と
ほぼ同様のものが得られることになるので、この電解水
のことを「電解次亜水」と呼んでいる。
　これに対し、同じ無隔膜の装置を用いるが、被電解液
として６～８％の希塩酸を電気分解することによって得
られるものが微酸性電解水である。pH５～ 6.5のものが
得られるので、非解離の次亜塩素酸の割合が高くなる。
その結果、殺菌洗浄効果の高い電解水を得ることが出来
る。

３. 次亜塩素酸水の特性
　次亜塩素酸水の殺菌作用の本態は次亜塩素酸によるも
のであることが知られているが、通常の次亜塩素酸ナト
リウム水溶液がアルカリ性を示すのに対し、次亜塩素酸
水は酸性を呈するので、手荒れが少ない。また、心配さ
れるトリハロメタンの生成に関しても通常の水道水とあ
まり変わらないとの報告があり、安全性は高いとされて
いる。電解水の殺菌作用は微生物の核酸、タンパク質、
脂質などに影響を及ぼすことによって殺菌作用を示すこ
とから耐性菌の出現は少ないことも電解水の特性である。
通常の次亜塩素酸ナトリウム水溶液では、金属に対する
腐食性が問題となることがあるが、それに対して電解水
は腐食性がより少ないとされている。

４. 食品製造における電解水の利用
　野菜の洗浄殺菌を始め、製造器具類の殺菌においても
次亜塩素酸ナトリウム水溶液が広く利用されている。厚
生省通達による殺菌洗浄マニュアルでは、100 ～ 200ppm
の次亜塩素酸ナトリウム水溶液に５～ 10分間浸漬するこ
とが推奨されている。しかし、先述したように製品への
塩素臭の移行、製造環境における作業員に対する塩素臭
の問題、有機物との反応における塩素化合物の生成など
の問題点を有している。一方、電解水は80ppm以下の低
濃度でも200ppmの次亜塩素酸ナトリウム水溶液と同等の
効果を有することから以上の問題点を軽減することが可
能となる。図２は、強酸性電解水のカット野菜に対する
殺菌洗浄効果を調べた結果である。処理後、10分経過し
た時点で、１～２オーダーの減少がみられており、特に、
ニンジンに対しては、３オーダーの減少効果が得られて
いる。また、図３は、キュウリに対する微酸性電解水の
殺菌洗浄効果をみたもので、流水、浸漬、バブリングの
いずれの洗浄方法においてもほぼ同様の効果がみられて
いる。しかし、原料野菜の洗浄における電解水の利用に
あたっては、泥土や野菜腐敗部などの余分な有機物を取
り除き、前洗浄を十分に行った上で電解水を利用するこ
とが望ましい。また、食材に対するだけでなく、調理器具、
ベルトコンベア、タンク、床などの衛生管理においても
その有効性が報告されていることから、電解水が次亜塩

素酸水として食品添加物に指定されたことを契機に食品
工場における衛生管理の有力な手法の一つとして活用さ
れることが期待される。

図２　強酸性電解水を用いたカット野菜に対する殺菌洗浄効果

図３　電解中性水処理による菌数変化（キュウリ）

（宮尾茂雄　東京家政大学教授）
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